
別記１ 

 

基準額 

次に掲げる額のうち最も少ない額（１，０００円未満の端数は、切り捨てた額）以下とする。 

 （１）補助事業に要する経費の総額から補助事業に伴う収入（本補助金を除く。）の額を控除し

た額 

 （２）補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものの合計額 

     ア 教員に係る次の経費 

     （ア） 専任教員（保健師助産師看護師学校養成所指定規則（昭和２６年文部・厚生省令第１

号）第５条第４号に規定する看護師の資格を有する者に限る。以下同じ。）の給与費 

     （イ） 専任教員に係る庁費（需用費（消耗品費及び印刷製本費）、備品購入費、役務費（通

信運搬費）及び福利厚生費とする。） 

     （ウ） 部外講師への謝金 

     （エ） 委託料（（ア）から（ウ）までの経費に相当するものに限る。） 

     イ 事務職員に係る次の経費 

     （ア） 専任事務職員の給与費 

     （イ） 委託料（（ア）に相当するものに限る。） 

     ウ  生徒に係る経費 

     （ア）事業用の教材費 

     （イ）臨床実習に係る消耗器材の経費 

     （ウ）委託料（（ア）又は（イ）に相当するものに限る。） 

     エ 実習施設への謝金 

     （ア）実習施設への謝金（報償費） 

     （イ）委託料（（ア）に相当するものに限る。） 

     オ へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業実施に係る経費 

     （ア）実習体制の支援に係る経費（賃金、需用費（燃料費、消耗品費、修繕費）、役務費

（保険料、手数料）、備品購入費（単価３０万円未満の備品に限る。）、使用料及び賃

借料 

     （イ）看護職員養成確保促進に係る経費（旅費、需用費（印刷製本費、食糧費）、役務費

（通信運搬費）、使用料及び賃借料 

     （ウ）委託料（（ア）又は（イ）に相当するものに限る。） 

カ 新任看護教員研修事業実施に係る経費 

        部外講師謝金、部外講師旅費、需用費（消耗品費及び印刷製本費、会議費）、役務費

（通信運搬費、雑役務費）、備品購入費 



（３）看護師等養成所の課程ごとに、次に定めるところにより算定した額の合計額 

      ア 看護師（３年課程）養成所（全日制） 

次の（ア）から（オ）の合計額に別表の調整率を乗じて得た額と（カ）の額の合計額 

      （ア）養成所１ヵ所当たり１７，７５１，０００円 

      （イ）総定員が１２０名を超える養成所において専任教員分として定員３０人増すごとに 

２，０６１，０００円 

      （ウ）事務職員分として１か所当たり５３６，０００円 

      （エ）生徒数に１人あたり１６，０００円を乗じて得た額 

      （オ）へき地等の地域における養成所に対する重点支援事業実施施設１か所当たり 

１，０８７，０００円 

      （カ）新任看護教員研修事業実施施設について受講者１人当たり３４０，０００円 

 

イ 准看護師養成所 

次の（ア）から（オ）の合計額に別表の調整率を乗じて得た額と（カ）の額の合計額 

      （ア）養成所１ヵ所当たり８，８６６，０００円 

      （イ）総定員が８０人を超える養成所において専任教員分として定員３０人増すごとに 

２，０６１，０００円 

      （ウ）事務職員分として１か所当たり５３６，０００円 

      （エ）生徒数に１人当たり１３，０００円を乗じて得た額 

      （オ）へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業実施施設１か所当たり 

９７３，０００円 

（カ）新任看護教員研修事業実施施設について受講者１人当たり３４０，０００円 

 



（注） 

１ 総定員は、生徒が在籍しない学年も含む全学年の定員数とする。 

２ 事務職員は、１学年定員８０人以上の養成所において、庶務、会計、教務、図書管理等

の事務に２人以上専任としての位置付けがなされている場合に限る。 

３ 生徒数は、当該年度の４月１５日現在における人員又は生徒が実在する学年の定員のい

ずれか少ない方とする。 

４ へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業及び新任看護教員研修事業は別

添のとおりとする。 

 

別表 

  看護師等養成所の定員数 調 整 率 

定員１８１人以上 ０．９２ 

定員１６１人以上１８０人以下 ０．９４ 

定員１２１人以上１６０人以下 １．００ 

定員８１人以上１２０人以下 １．０２ 

定員８０人以下 １．０４ 

 （注）生徒が在籍しない学年を除く全学年の定員数とする。



別添 

 

（１）へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業 

  ア 目的 

この事業は、へき地等の地域及び看護職員不足地域に所在する看護師及び准看護師養

成所における実習体制の支援及び学生募集や就職相談等地域の医療機関等との協力、連携

体制の構築を支援し、それらの地域の看護職員の確保に資することを目的とする。 

 

  イ 事業内容 

    次に掲げる地域における看護師及び准看護師養成所の実習を効率的、効果的に行うた

め、実習施設への交通手段の借り上げ等を行い、実習体制の充実を図り資質の高い看護

職員の養成を図るとともに、併せて、当該地域における看護職員の確保を図るため、学

生募集や就職相談等地域の実情に即した取り組みを行うもとのとする。 

  （ア）へき地等の地域 

人口５万人未満の市町村であって、次に掲げる地域とその区域内に有する市町村の区

域に所在するものとする。 

ただし、「市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）」に基づ

き、当該市町村の合併が平成１７年度又は平成１８年度に行われた場合にあっては当該

市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く９年度について、当該市町村の

合併が平成１９年度又は平成２０年度に行われた場合にあっては当該市町村の合併が行

われた日の属する年度及びこれに続く７年度について、当該市町村の合併が平成２１年

度に行われた場合にあっては当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続

く５年度については、なお従前の例による。 

ａ 過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第５号）第２条第１項に規定する地

域 

ｂ 離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規定により離島振興対策実

施地域として指定された離島の地域 

ｃ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和

３７年法律第８８号）第２条第１項に規定する辺地 

ｄ 山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第７条第１項の規定により振興山村として

指定された山村 

（イ）看護職員不足地域 

一般病院の看護職員数が３：１未満の二次医療圏 

 

（２）新任看護教員研修事業 

ア 目 的 

この事業は、看護師等養成所において、看護教員としての基礎がつくられる新任の専任教

員（以下「新任教員」という。）に対する研修体制の構築を促進することにより看護教員

の質の確保・向上を図ることを目的とする。 

（注）新任教員とは、専任教員として初めて看護師等養成所に就労する者をいう。 



イ 事業内容 

（ア）受講対象者は新任教員とする。また、他の看護師等養成所の新任教員を受け入れて

実施することも可とする。 

（イ）研修内容については、新任教員に求められる能力（教育実践能力、学生指導能力、

コミュニケーション能力、看護実践能力など）に関する研修とし、以下に掲げる研修内

容を参考に実施すること。 

（参考）研修内容の例 

研修項目 研修内容 研修方法 

教育実践能力  授業計画の立案、教育方法の検討など授業設計や方

法、評価に関すること  

講義及び

演習  

学生指導能力  学生把握、学習指導、生活指導、健康管理、個別相談

等の場面での指導方法に関すること  

講義及び

演習  

コミュニケー

ション能力  

人間理解、人間関係構築、カウンセリング等の方法に

関すること 

講義及び

演習  

看護実践能力  臨床現場における自らの専門領域及び担当領域での短

期研修などによる看護技術の実践や最新の医療知識の

獲得に関すること  

講義、演

習及び臨

地実習  

 


